
助成額 

運営費 
中小企業   １人当たり    45万円（年額） 上限額  1,800万円 

中小企業以外 １人当たり  34万円（年額） 上限額  1,360万円 

※10年間支給 

    平成29年度両立支援等助成金（案） 

 労働者のための保育施設の設置、運営等を行う事業主・事業主団体に、その費用の

一部を助成する。 

※「企業主導型保育事業」(内閣府)の新規受付期間中は、新規受付を停止。 

支給機関：都道府県労働局 

    事業所内保育施設コース 21.2億円 

29年度予算案額 113.0億円（雇用勘定） 
    28年度予算額 87.4億円（雇用勘定） 

 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後８週間

以内に開始する連続14日以上（中小企業は連続5日以上）の育児休業を取得した男性

労働者が生じた事業主に助成する。 

※過去３年以内に男性
の育児休業取得者がい
ない事業主が対象 

※①②は１企業当たり
１年度につき１人まで 

①取組かつ1人目の育休取
得 

中小企業  57万円<72万円> 

中小企業以外  28.5万円<36万円> 

②2人目以降の育休取得 14.25万円<18万円> 

①対象労働者が介護休業を１ヶ月以
上取得し、復帰した場合 

中小企業 中小企業以外 

①介護休業 57万円<72万円> 38万円<48万円> 

②介護制度 28.5万円<36万円> 19万円<24万円> 

①育休取得時 ②職場復帰時：「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働
者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合 

＜職場支援加算＞（拡充）：育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給す
るとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合 

    介護離職防止支援コース     12.3億円 

「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき職場環境整備に取り組むとともに、介護
に直面する労働者の「介護支援プラン」を策定及び導入した事業主に支給する。 

育児休業等支援コース  29.6億円 

①育休取得時 28.5万円<36万円> 

②職場復帰時 28.5万円<36万円> 職場支援加算19万円<24万円> 

③代替要員確保時（１人あたり） 47.5万円<60万円> 有期労働者加算9.5万円<12万円> 

③代替要員確保時：育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則
等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 

＜有期契約労働者加算＞ 
 育児休業取得者が期間雇用者の場合 

※①②は1企業2回まで（無期雇用者、有期雇用者）支給。③は一企業あたり１年度10人まで5年間支給。 

         出生時両立支援コース       8.8億円 

育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った中小企業事業主に支給する。 

            再雇用者評価処遇コース（新規） 37.4億円 

中小企業 中小企業以外 

継続雇用 

6ヶ月目 

継続雇用 

1年目 

継続雇用 

6ヶ月目 

継続雇用 

1年目 

①再雇用者1人目 
19万円 

<24万円> 

19万円 

<24万円> 

14.25万円 

<18万円> 

14.25万円 

<18万円> 

②再雇用者2～5人目 
14.25万円 

<18万円> 

14.25万円 

<18万円> 

9.5万円 

<12万円> 

9.5万円 

<12万円> 

 妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに
復職できる再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に支給する。 

※設置費、増築費は省略 

    女性活躍加速化コース     3.5億円 

 女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」及びその達成に向けた「取組
目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給する。 

中小企業 中小企業以外 

①取組目標の達成時 28.5万円<36万円> － 

②数値目標の達成時 28.5万円<36万円> － 

女性管理職比率が
基準以上 47.5万円<60万円> 28.5万円<36万円> 

※助成対象となる目標・取組 
 ・女性の積極採用 
 ・女性が少ない職種への配 
  置転換 
 ・女性の積極登用 
 ・一般職から総合職への転換 

※2020年までの時限措置の予定 

②対象労働者が介護のための勤務制
限制度（所定外労働の制限、時差
出勤、深夜業制限、短時間勤務）
を3ヶ月以上利用した場合 ※①②とも1企業2回まで（無期雇用者、有期雇用者）支給 

※生産性要件を満たした事業主は＜ ＞の額を支給。 下線部は拡充部分。 
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